
赤村ふるさと納税プロモーション支援業務委託 

公募型プロポーザル（書類選考型）実施要領 

 

１．業務の目的 

赤村が楽天株式会社、株式会社さとふる、株式会社トラストバンク（平成３０年度以

降に契約する事業者を含む。）と契約して推進するふるさと納税の寄附受付をより広範

囲にＰＲすることで地域経済の発展を目的としたプロモーション支援業務を実施する

にあたり、その分野で豊富な経験と高度な専門知識を有する事業者から提案された企画

等を評価する公募型プロポーザル（書類選考型）を実施する。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名：赤村ふるさと納税プロモーション支援業務 

（２）履行期間：契約締結の日から平成３１年３月３１日まで 

（３）業務内容：別に定める「赤村ふるさと納税プロモーション支援業務委託 仕様書」

のとおり 

（４）委託額：寄附金受入額の１０％以内（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

（５）プロポーザルの方法：公募型プロポーザル（書類選考型） 

 

３．参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

（１）赤村財務規則（平成８年規則第１号）第９５条第１項に規定する入札参加資格者

簿に登載されていること。 

  ただし、プロポーザル参加申込の際に関係書類に加えて誓約書及び履行事項全部証

明書等を提出することにより、入札参加資格を満たしていることが確認できた場合は、

プロポーザルに参加できるものとする。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する

者でないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づく更正又は再生手続きをしていないこと。 

（４）国税及び地方税等を滞納していないこと。 

（５）経営及び財務状況の健全性が確保されていると判断できる者であること。 

（６）宗教活動や政治活動を目的とする団体でないこと。 

（７）赤村暴力団排除条例（平成２２年３月１６日条例第６号）に規定する暴力団等で

ないこと。 

（８）その他公平な競争の妨げになる行為、事実等がないこと。 

（９）赤村内に本社、本店、支社、支店等の事業所を開設していること。または、本契



約前までに赤村内に本社、本店、支社、支店等の事業所を開設すること。 

４．プロポーザル実施のスケジュール 

公告 

（実施の公表） 

平成３０年３月２０日（火） 

～３月２７日（火） 

 

質問書の提出期限 

（電子メールにて提出） 

平成３０年３月２３日（金） 

午後５時まで（必着） 

・質問状（任意様式） 

質問に対する回答 

（電子メールにて通知） 

平成３０年３月２６日（月） 

午後５時まで 

 

参加意向申出書提出期限 

（郵送又は持参） 

平成３０年３月２７日（火） 

午後５時まで（必着） 

・参加意向申出書 

（様式１号） 

・会社概要書 

（様式２号） 

・業務実績書 

（様式３号） 

・業務実施体制 

（様式４号） 

企画提案書類の提出期限 

（郵送又は持参） 

平成３０年４月３日（火） 

午後５時まで（必着） 

・企画提案書（任意様式） 

・業務工程表（任意様式） 

・見積書（任意様式） 

審査（書類審査） 平成３０年４月４日（水） 

～平成３０年４月６日（金） 

 

結果通知 平成３０年４月９日（月）  

※日程を変更する場合がある。 

５．担当部署 

本プロポーザルに関する質問、提出書類等の受付等は下記のとおりとする。 

担当：赤村政策推進室企画係 

所在地：〒８２４－０４３２ 福岡県田川郡赤村大字内田１１８８番地 

電話：０９４７－６２－３０００ 

ＦＡＸ：０９４７－６２－３００７ 

Ｅ－Ｍａｉｌ：aka‐furusato@vill.aka.lg.jp 

担当者：足立 

 

６．参加意向申出書の提出 

本プロポーザルに参加希望する者は、「３．参加資格要件」を確認のうえ、次のとお

り書類を提出すること。 

（１）提出書類 



①参加意向申出書（様式１号） 

②会社概要書（様式２号） 

③業務実績書（様式３号） 

④業務実施体制（様式４号） 

⑤納税証明書（直近のもの） 

ア．国税：納税証明書その３の２（個人）、またはその３の３（法人） 

イ．都道府県税：主たる事務所の都道府県税に滞納がない証明 

ウ．市町村税：主たる事務所の市町村に滞納がない証明 

※消費税及び地方消費税の納税の義務を負わないものは、その旨を記入して提出する

こと。 

⑥法人登記の登記簿謄本（直近のもの） 

⑦見積書 

⑧誓約書（入札参加資格申請用）※ 

⑨委任状（委任がある場合）※ 

⑩使用印鑑届※ 

⑪印鑑証明書※ 

⑫身分証明書※ 

⑬財務諸表※ 

⑭履行事項全部証明書（法人の場合）※ 

※赤村財務規則（平成８年規則第１号）に規定する入札参加資格者名簿に登載されて

いない場合は、⑧～⑭の※表示の書類を提出すること。 

（２）提出期限 

平成３０年３月２７日（火）午後５時まで（必着） 

（３）提出部数 

各１部 

（４）提出方法及び提出先 

担当部署へ持参又は郵送し、提出すること。 

（５）審査の結果通知 

 審査参加者すべてに書面で通知を行う。 

 

７．質問及び回答 

本実施要領及び仕様書に関し不明な点がある場合は質問書（任意様式）を提出するこ

と。なお、受付した質問の回答については、質問状を伏せ一覧表にまとめた形で、質問

書を提出された全ての事業者に電子メールにて通知する。 

（１）質問書提出期限 

平成３０年３月２３日（金）午後５時まで（必着） 



（２）質問書提出先 

担当部署へ電子メールにて提出すること。 

※送信後、必ず電話により着信を確認すること。 

（３）質問の回答について 

質問に対する回答は、平成３０年３月２６日（月）午後５時まで参加意向申出書の提

出のあった全事業者に対し電子メールにて回答する。 

 

８．企画提案書の提出 

企画提案書は、仕様書を踏まえ、以下により提出すること。なお、簡潔明瞭に図表等

を織り交ぜる等、専門知識がない者にもわかりやすい表現で作成すること。 

（１）提出書類 

①企画提案書（任意様式） 

②業務工程表（任意様式） 

③見積書（任意様式） 

（２）作成上の留意点 

①企画提案書の用紙サイズは A4 判で作成すること。なお、A3 判の使用はやむを得

ない場合にのみ使用すること。 

②見積書は本業務の委託限度額を超えないこと。 

③提案書の表紙には、あて先「赤村」、タイトル「赤村ふるさと納税プロモーション

支援業務」、提出年月日、会社名・代表者名を記載すること。なお、正本には会社印を

押印すること。 

（３）提出部数 

正本各１部、副本各５部 

（４）提出方法及び提出先 

担当部署へ持参又は郵送によるものとする。 

（５）提出期限 

平成３０年４月３日（火）午後５時まで（必着） 

 

９．企画提案書の審査方法 

（１）提案内容の評価 

赤村ふるさと納税プロモーション支援業務委託事業者選定委員会（以下「選定委員会」

という。）において、企画提案書の内容を別表「赤村ふるさと納税プロモーション支援

業務委託業者選定に係る企画提案評価基準」を基に公平かつ客観的に評価する。 

 

１０．受託候補者の決定 

本企画提案の受託候補者は、次により決定する。 



（１）選定委員会において、得点上位の提案者から順位付けを行い、第１位の者を受託

候補者とする。 

（２）プロポーザル参加者が１者のみの場合でも審査・評価は実施し、選定委員会が適

切な事業者であると判断した場合は、受託候補者とする。 

（３）選定結果については、全員に文書で通知する。 

（４）審査内容及び選定結果に対する問い合わせには、応じない。また、審査結果に対

する異議申し立ては受け付けない。 

 

１１．無効となる企画提案等 

（１）企画提案作成上の留意点に示された条件に適合しないもの。 

（２）企画提案書に記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの。 

（３）虚偽の内容が記載されているもの。 

（４）選定委員会に直接、間接を問わず連絡を求めた場合。 

（５）その他、審査の公平さに影響を与える行為が認められた場合。 

 

１２．契約に関する事項 

本企画提案の契約については、次により行う。 

（１）選定委員会において決定された受託候補者を優先交渉権とし、地方自治法施行令

第１６７条の２第１項第２号の規定に基づく随意契約を行うため、優先交渉権者から

見積書を徴収し、予定価格の範囲内において契約締結する。また、特別な理由により

受託候補者と契約締結ができない場合は、他の提案者のうち順位が上位の者から順に

契約交渉を行うものとし、最終的に交渉が成立した提案者を本村は受託とする。 

（２）契約書の作成 

本村と受託者で協議したうえで契約書を作成する。 

（３）その他契約に関する事項 

契約時における仕様書は、別紙仕様書に記載されている事項を基本とするが、本村と

受託者との協議により、必要に応じて追加、変更または削除を行うことがある。 

 

１３．その他留意事項 

（１）本プロポーザルにかかる一切の費用は、提案者の負担とする。 

（２）提案者は１つの提案しか行うことができないものとする。 

（３）参加意向申出書を提出したものが、本プロポーザルを辞退する場合は、辞退理由

を記載した参加辞退届（任意様式）を提出すること。また、次のいずれかに該当した

ものは辞退したものとみなす。 

①企画提案書提出期限に遅れた者 

（４）提出された書類は一切返却しない。 



（５）提出期限以降における再提出は認めない。書類の不備については、失格とみなす。 

（６）提出された提案書にかかる著作権は、元来第三者に既存するものを除きそれぞれ

の提案者に帰属する。ただし、本村が本案件のプロポーザルに関する報告等のために

必要な場合は、提案者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとする。 

（７）選定作業を行う必要な範囲において複製を作成することがある。 

（８）本実施要領に定めるもののほか、必要な事項については担当部署が定める。 

（９）情報公開・公表について 

 提出された提案書等については、赤村情報公開条例（平成１５年条例第２６号）の規

定に基づき公開されることがある。 

 

 

 

 


